
 

 

 

衛  環  第  3 4号 

令和６年４月５日 

 

訂正公告 

 

令和６年４月１日付け公告した下記の一般競争入札について、次のとおり訂正したので公告する。 

 

衛 生 環 境 研 究 所 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

記 

 

１ 件名 

衛生環境研究所実験空調設備保守点検業務委託 

 

２ 訂正した内容 

 

 0 入札公告 

項目 訂正前 訂正後 

２．入札参加

資格 

（９）安全キャビネット及びBSL3室に

関する作業を行う者は、公益社団法人日

本空気清浄協会のバイオハザード対策

用クラスⅡキャビネット現場設置検査

技術研修を修了した者であること。また

は、修了者からの作業教育を受けている

こと（修了証の写し等証明する書類を添

付すること）。 

（９）事業者は、安全キャビネット及び

BSL3室の保守点検の実績があり、かつバ

イオセーフティーに関する資格あるいは

教育（公益社団法人日本空気清浄協会のバ

イオハザード対策用クラスⅡキャビネッ

ト現場設置検査技術研修等）を受けた作業

管理者を有すること。（共同企業体におい

ては、共同企業体を構成する事業者のいず

れかが、本事項の要件を満たすこと。）ま

た、本事項を満たしていることを証明する

ために、実績がわかるもの（保守点検完了

報告書等）、資格あるいは修了証等の写し

を申請資料提出時に添付すること。 

 

 



 

 1 入札説明書 

項目 訂正前 訂正後 

４．入札参加

資格 

（９）安全キャビネット及びBSL3室に

関する作業を行う者は、公益社団法人日

本空気清浄協会のバイオハザード対策

用クラスⅡキャビネット現場設置検査

技術研修を修了した者であること。また

は、修了者からの作業教育を受けている

こと（修了証の写し等証明する書類を添

付すること）。 

（９）事業者は、安全キャビネット及び

BSL3室の保守点検の実績があり、かつバ

イオセーフティーに関する資格あるいは

教育（公益社団法人日本空気清浄協会のバ

イオハザード対策用クラスⅡキャビネッ

ト現場設置検査技術研修等）を受けた作業

管理者を有すること。（共同企業体におい

ては、共同企業体を構成する事業者のいず

れかが、本事項の要件を満たすこと。）ま

た、本事項を満たしていることを証明する

ために、実績がわかるもの（保守点検完了

報告書等）、資格あるいは修了証等の写し

を申請資料の提出時に添付すること。 

 

 2 仕様書 

項目 訂正前 訂正後 

10.  業務体

制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  参加資

格要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他、乙は甲からの要請に出来

る限り対応すること。 

 

（２）安全キャビネット及びBSL3室に

関する作業を行う者は、公益社団法人日

本空気清浄協会のバイオハザード対策

用クラスⅡキャビネット現場設置検査

技術研修を修了した者であること。また

は、修了者からの作業教育を受けている

こと（修了証の写し等証明する書類を添

付すること）。 

 

 

 

 

（３）乙は安全キャビネット及び BSL3

室の保守点検に関して、バイオセーフテ

ィーに関する資格あるいは教育（公益社

団法人日本空気清浄協会のバイオハザー

ド対策用クラスⅡキャビネット現場設置

検査技術研修等）を受けた作業管理者

を、作業監督者にあたらせること。 

（４）その他、乙は甲からの要請に出来る

限り対応すること。 

 

（２）事業者は、安全キャビネット及び

BSL3室の保守点検の実績があり、かつバ

イオセーフティーに関する資格あるいは

教育（公益社団法人日本空気清浄協会のバ

イオハザード対策用クラスⅡキャビネッ

ト現場設置検査技術研修等）を受けた作業

管理者を有すること。（共同企業体におい

ては、共同企業体を構成する事業者のいず

れかが、本事項の要件を満たすこと。）ま

た、本事項を満たしていることを証明する

ために、実績がわかるもの（保守点検完了

報告書等）、資格あるいは修了証等の写し



 

 

17．保守点検

完了報告書と

交換推奨部品

一覧表につい

て 

 

 

（１） 本業務の完了後、乙は内容をとり

まとめ、保守点検完了報告書として提出

すること。なお、報告書の様式について

は事前に甲と協議すること。 

を申請資料の提出時に添付すること。 

 

（１） 本業務の完了後、乙は内容をとり

まとめ、保守点検完了報告書として提出す

ること。安全キャビネット及びBSL3室の

保守点検完了報告書については、上記10

（３）で規定した作業監督者による確認

後、作成すること。なお、報告書の様式に

ついては事前に甲と協議すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


